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ワシントン・コンセンサス
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はじめに

　本章の目的は，開発途上国における経済法制改革がいかにして生じている

かを吟味すること，とくに経済学における昨今の展開との関係を考察するこ

とにある。具体的には，国際金融機関の間においてどのような経済政策に関

するコンセンサスが存在し，そのことが開発途上国の経済法制改革にどのよ

うに関係しているかを検討する。本書の他章で論じられているように，近年

の経済法制改革は，貿易・関税規制といった国内市場のいわば外枠にかかわ

る法律群のみならず，競争や証券市場の公正性，倒産手続き，知的財産権，

契約法，担保物権法，仲裁法といった，（国内）市場のいわばインフラを形成

するような法律群にも着目し，かつ，それらの標準化を推進する形で進んで

いるように思われる。この点，たとえば中川［２００２��２３］は経済規制の国際的

調和が脚光を浴びている背景として，「国家を単位とする規制の完結性が揺ら

いできたという事情」を指摘し，その原因として「経済のグローバル化が進

行し」ていることを示唆している。ここで，経済法制改革の動因として「経

済のグローバル化」という現象を抽象的に指摘するだけではなく，経済法制

改革がいかにして生じているのか，もう一歩踏み込んで考察することが本章

の問題意識のひとつである。具体的には，ワシントン・コンセンサスの形成



とそれへの批判といった（広い意味での）経済学の領域における動きは，経済

法制改革と非常に重要な関係をもっていると思われる。本章は，他章で論じ

られているそれぞれの法分野における改革の考察を縦軸からの検討とすれば，

それらに通底する力は何かを問う――そのひとつとして経済学の潮流を取り

上げる――いわば横軸からの検討を試みようとするものである（１）。

　さまざまな経済法の改革に通底する力はなにかと問う課題に取り組んだ先

行研究は，法学のアカデミアでもほとんど存在せず，わずかに開発途上国に

関連した安田の取り組みが代表的なものである。つまり，法学者の間では，

そのような力の有力なひとつであると思われる経済学の変遷あるいは国際金

融機関の政策の基礎にある考え方と現実の法改革との関係が十分に議論され

ていない憾みがあるように思われる（２）。ここでは，安田の枠組みと本章の関

係を明らかにしておこう（３）。

　安田［２００５］は，固有法と継受法（比較法学）あるいは公式法と非公式法

（法社会学）という非西欧諸国における法の発展を把握する伝統的な二分論を，

西欧的＝先進的な法律群を達成すべきモデルとする近代化論と捉え，これを

西欧法中心主義と批判し，アジア法の全体構造を理解するという試みに長年

にわたり取り組んできた。具体的には，開発途上国の法律群を固有法（共同

法理），移入法（市場法理），開発法（指令法理）と３分類し，これを静態的な

認識をめざすツールとし，動態的な検討においては，共同法理を支えるもの

としての「社会の凝集力」，市場法理を支えるものとしての「市場の力」とい

う概念を提案し，指令法理は２つの力の調整として分析を行っている。この

枠組みによるならば，グローバル化の下において生じている開発途上国の経

済法制改革は，行政介入を特徴とする開発法（指令法理）の後退であり，自

由な経済活動を司法により担保することを基本とする移入法（市場法理）の深

化である（安田［２００５��１０�１１］）。そしてその動因は「市場の力」という「個化」

の方向に働き「個人的合理性」と「普遍性」という性質をもつ力の再活性化

ということになる（安田［２００５��１４�１６］）。しかし，では，どのように移入法を

支える「市場の力」は再活性化しているのか，どのような回路により市場の
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力は開発法に対して移入法をより重要ならしめているのか，たとえば国際的

な合意など何らかの媒介が重要なのではないか，といった問題を分析するこ

とは，この安田の枠組みでは困難であるか，あるいは射程外であるように思

われる。つまり，さまざまな法改革に通底する力はなにか，という問題領域

にまで踏み込んで分析した数少ない業績である安田の枠組みにおいて，「市場

の力」の働き自体は所与（ブラック・ボックス）となっている。本章は，経済

法制改革，とくにその画一化を議論するうえで，安田の枠組みでは所与となっ

ている点をある程度解析し，補足する必要があるのではないか，という問題

意識を出発点としている。具体的には，開発途上国における経済法制改革を

促す多くの要因のひとつとして，典型的には国際金融機関の間に形成されて

いる，経済学あるいは経済政策上のコンセンサスがあるのではないかという

仮説のもとに，その関係・影響を法分野横断的に考察する（４）。

　開発途上国における経済法制改革の考察を意図した本書において，経済学

との関係を考察の対象として取り上げる問題意識は以上のようなものである。

いいかえれば，開発途上国の経済法制改革において，国内の政治経済的な要

因に加えて，世銀や���などの国際金融機関が重要な役割を果たしてきたこ

とは周知の事実であり，それらのよってたつ経済学とその政策とをある程度

まで整理・検討しておくことは，法学の領域においても必要不可欠なことで

あろう。そして，もちろん理論と政策は必ずしも合致するものではないもの

の，看過することのできないコンセンサスの形成とそれをめぐる議論が存在

し，開発途上国の経済法制改革に関係しているように思われる（５）。

　本章の結論を先取りすれば，国際金融機関の間にある経済学あるいは諸政

策に関するコンセンサスは，重要な影響を開発途上国の経済法制改革に対し

てもっていると思われる。具体的には，第１に，完全市場をベンチマークと

するワシントン・コンセンサスが支配的であった１９８０年代を通じて，市場へ

の政府介入・行政規制の除去・縮小を念頭においた経済法制改革が開発途上

国においても顕著である。第２に，ワシントン・コンセンサスは理論的にも

政策レベルでも批判に晒され，１９９０年代前半には政府の役割の再評価が行わ
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れる傾向にあった。若干の遅れをともない，市場への政府介入の縮小という

方向のみならず，市場をよりよく機能させるための制度構築に政府の役割が

あるという方向での経済法制改革も明確に観察できるようになる。第３に，

１９９０年代後半には，非対称情報の観点から不完全市場を出発点とし，政府と

市場との適切な役割分担を説くポスト・ワシントン・コンセンサスが国際金

融機関内から現れている。ポスト・ワシントン・コンセンサスはスティグリッ

ツの提唱にかかるもので，現実に実施された経済政策を観察して名づけられ

たワシントン・コンセンサスとは「コンセンサス」の意味が異なり，またポ

スト・ワシントン・コンセンサスがワシントン・コンセンサスに取って代わっ

たと評価することもできない。ただし注意せねばならないことは，ポスト・

ワシントン・コンセンサスは基本的に市場重視という点ではワシントン・コ

ンセンサスと一貫しており，その枠組みを敷衍すれば，政府規制除去と制度

構築の双方を同時に議論する枠組みを築き上げている，ということである。

したがって，その是非はまた別として，開発途上国のいずれの方向での経済

法制改革に対しても理論的基礎を与える可能性をもっており，その意味で検

討に値すると思われる。

　本章の構成は以下のとおり。第１節では，準備作業として，韓国とバング

ラデシュの経済法制改革に触れながらその特徴を整理・検討し，共通の傾向

を抽出する。第２節で，経済学と国際金融機関の政策をとくにワシントン・

コンセンサスを軸に検討し，経済法制改革との関係を議論する。最後に本章

の結論をまとめる。

第１節　経済法制改革の具体例

　本節では，具体的にどのような経済法制改革の動きがあるのか，韓国とバ

ングラデシュを取り上げて瞥見する。もちろん，本来はできうるかぎり多く

の国を取り上げ，さらに個別の法改革の詳細を十分に検討することが望まし
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い。しかし，経済法制改革が行われた文脈を必要な限りで観察することで本

節の目的は果たされるために，ここでは代表例として上記２カ国に焦点をあ

て，また個別の法改革の詳細には立ち入らない。

　韓国は，「東アジアの奇跡」のモデルとなった国のひとつであり，１９９６年に

����加盟を果たし，また１９９７年にアジア経済危機を経験した国でもある。

その意味で，開発途上国のなかではいわば経済成長に成功した典型例である。

他方でバングラデシュは，アジアのなかでは最貧国のひとつに数えられ，事

実，現在でも後発開発途上国と位置づけられている。その意味で，経済成長

に成功しているとはいいがたい開発途上国の典型例である（６）。これら両極

端の２つの国の間に，はたして経済法制改革について共通の特徴はあるか，

あるとすればそれはどのようなものか？　両国の経済法制改革を検討するこ

とにより，一般化は慎まねばならないものの，開発途上国における経済法制

改革の特徴と傾向とを洗い出すことが本節の目的である。

　１．韓国

　まず，韓国について瞥見しよう（本城［２０００］，安倍［２００５］）。韓国でも諸々

の自由化は，一方で外圧として存在すると同時に，力をつけてきた民間セク

ターの内なる要求としても存在していた。いくつかの重要なポイントで国際

金融機関の影響・介入が顕著である。

　周知のとおり，１９６０年代以降の軍事政権の下，経済活動への規制は時期に

よってさまざまな評価があるものの概して広範なものであった。大きな転換

点は，１９８０年前後の経済危機の際に，���からの借款を受け，同時に，部分

的経済自由化を余儀なくされたときである。国内市場については，個別の産

業育成法を廃止し，政府介入の一本化を図る工業発展法が１９８６年に制定され，

財閥への規制を強化し，競争市場を確保しようとする公正取引法（１９８１年）

がたびたび改正された。貿易については，貿易取引法，輸出組合法，産業輸

出促進法を整理統合し，自由貿易を基調とすべく対外貿易法が１９８６年に制定
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され，非関税障壁の除去を意図する工業産品品質管理法，薬事法などが同じ

時期に改正された。政令レベルでは輸入関税の引き下げ，輸入自動承認品目

の拡大が行われた。外国直接投資については，外資導入法などの改正により，

許認可制度から届け出制度へ１９９１年に転換し，金融については１９８０年代半ば

に経常収支が黒字に転じたため，金融や外国為替などを開放するようにとい

う圧力が強まり，１９９０年代に金融部門の対外開放，および金利自由化が行わ

れた。概して政府介入の縮小化が目指されていることがうかがえる。

　しかし，１９９７年に勃発したアジア経済危機において，政府介入の縮小を目

指した改革は新たな段階を迎えた。アジア経済危機の要因については諸説あ

る（７）。アジア諸国における金融の自由化を背景とした莫大な国際短期資金

の流入と，突如の流出という対外的要因を強調し，国際短期資金の規制を主

張する考えが一方であるものの，国際金融機関は，そうではあるとしても国

内的要因をより強調し，処方箋をだした（８）。具体的には，金融制度の未発達

と企業統治の脆弱性を危機の原因として重視したのである。周知のとおり，

経済危機に対応した国際金融機関の処方箋としては，第１に，金融制度につ

いて，�銀行経営の健全性を確保し，�倒産制度の改革を行い不良債権の処理

を急ぎ，�株式・債券市場の整備を行って直接金融への移行を図ることが制度

改革の骨子となった。第２に，企業統治について，企業経営の透明化・健全

化をはかるために，�取締役会や監査に客観性をもたせる法改正を行い，�国

際標準の会計・監査制度ないし基準を導入することが要請された。

　韓国の場合は，次のような改革が示された（本城［２０００］��谷浦［２０００］，安

倍［２００５］）。第１に，金融改革については，コンディショナリティとして，

不良金融機関の整理，���規制の適用，公的資金投入が課された。これによ

り不良金融機関の統廃合が目指された。また，外国人による株式投資の自由

化や金融市場への参入が求められた。第２に，企業改革では，連結財務諸表

の公表と外部監査の義務付けが求められ，企業経営の透明性が模索された。

さらに，負債比率の引き下げが要請された。そのほか，財政，外国為替制度，金

利，貿易，企業借款，情報公開など多くの条件が示された。また，労働・雇
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用関係では，労働市場の柔軟性が求められ，また雇用保険制度の拡充が要請

された。これらに対応して，改革された法律群は多数にのぼる。たとえば，

外資導入法および外国為替管理法の廃止，外国人投資促進法の制定，証券取

引法，外監法（株式会社の外部監査に関する法律），商法，公正取引法などの改

正である。ここでは，市場がよりよく機能するような制度構築と健全な市場

の維持の方向で経済法制改革が行われていることがうかがえる。

　要約すると，１９９７年の経済危機以前は，産業政策や貿易政策における政府

裁量の撤廃・縮小が経済法制改革の焦点であった。これに対し，経済危機以

後においては政府による市場の制度的なインフラ構築・維持という観点から

の経済法制改革が前面にでていることが観察できる。

　２．バングラデシュ

　バングラデシュは，周知のとおり，１９７１年の独立時には社会主義型経済を

目指し，１９７３�７４年からの第一次５カ年計画を柱に，金融・保険，通信，エ

ネルギー，水道，製造業の主要な部分を国有化するとともに民間投資に対す

る厳しい制限を課した。その法制度はイギリス，インド，パキスタンの遺制

を基本的には受け継いだもので，このような独立時の方針を背景に規制色の

濃い法体系が確立された（�����［２００４］���������［２００４］）。しかし，政変など

を経て，１９８０年代以降は，民間投資規制の緩和，国営企業の民営化，輸出加

工区設置，関税率引き下げ，輸出業者向け融資などの施策を実施し，経済自

由化・市場経済化を進めた（９）。その背景には，１９８０年代から，世銀や���が

市場経済化を開発戦略の柱として位置づけ，構造調整を途上国に促したとい

う事実があったことはいうまでもない（１０）。まず，制定ないし改正された経済

法は主に貿易や外国投資の自由化にかかわっている。たとえば，輸出入（統

制）法（１９５０年）に基づく政令や，１９８０年の外国民間投資（促進・保護）法，

同じ年のバングラデシュ輸出加工区庁法などである。続いて，１９９０年代はじ

めに付加価値税法（１９９１年），証券取引委員会法（１９９３年），金融機関法（１９９３
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年），銀行法（１９９３年），会社法（１９９４年）などが俎上にのぼり，１９９０年代後半

に入ると破産法（１９９７年）や著作権法（２０００年）が制定され，市場制度構築の

ための経済法制改革に徐々に比重を移していることがうかがえる。

　バングラデシュは韓国と違い，アジア経済危機の影響は被っておらず，危

機に対応する形での国際金融機関の介入は明示的にはない。したがって，政

府介入除去から政府の適切な役割の構築への経済法制改革の転換点はさほど

明らかではない。しかし，援助に多くを依存しているために持続的な関与が

ある。現在では，第１，外国あるいは国内の民間投資は政府が期待している

ほど伸びていない，第２，依然として国営企業の占有率は高く，その非効率

な経営と技術改善の遅さが経済発展の阻害要因となっている，第３，民間セ

クターにおいては経営基盤が脆弱な零細・小企業が大半を占め設備や技術の

近代化がままならないうえ，期待される海外直接投資も低迷を続けている（１１），

という認識の下で，２００５年に，世銀を中心とするマルチ・ドナーグループに

よるバングラデシュ「民間セクター開発（��������	�
���������������	
�����

�������）」が企画されている。その一環として，バングラデシュの民間セク

ターに関する法制度およびその履行に関する現状と課題を把握する調査が行

われた（��������	
����������������
�	��［２００５］）。

　そこでは，貿易や関税，税制，会社制度，金融市場，銀行制度など，上記

の諸経済法を再検討すること以外にも，契約法（１８７２年）や所有権移転法（１８８２

年），裁判手続きに関する民事訴訟法典（１９０８年），工場法（１９６５年）や労働諸

法，知的財産諸法といった非常に広い範囲の経済法が，自由市場の育成・促

進という観点から，検討されている。同時に，自由市場を阻害する政府規制

を除去することも依然として重視されている（１２）。

　まとめると，第１に，バングラデシュにおいても，政府の市場介入を定め

る法律群に関してその介入を減じ狭める主旨の改革が先行し，徐々に市場の

インフラを定めるより広い法律群が改正され，あるいは検討の対象となって

きているように思われる。つまり，韓国においてもバングラデシュにおいて

も，いわば政府の市場介入縮小を主眼においた改革から，それに加えて政府
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と市場との適切な役割分担をも考慮する改革へ，という流れは，多くの差異

は存在するものの，軌を一にしているように思われる。第２に，この間の経

済法制改革における国際金融機関の影響は小さくないということである。

第２節　ワシントン・コンセンサスと経済法制改革

　前節では，韓国とバングラデシュを例として，具体的にどのような経済法

制の改革が行われてきたのかを概観した。２カ国の例をとるかぎり，第１に，

経済法制改革の流れは，政府介入の縮小から，政府の適切な役割へ，という

比重の移動があり，第２に，そのような改革における国際金融機関のプレゼ

ンスは顕著である。

　本節では，そのような経済法制改革における変化と，経済学の変化・国際

金融機関の経済政策の変遷との関係を吟味する。もちろん，留保しておかね

ばならないことは，理論と現実の政策との間の関係は必ずしも無矛盾ではな

く，明確な関係を導くことは厳密には困難である，ということである。その

ことを前提としたうえで，本節では，ワシントン・コンセンサスとそれをめ

ぐる議論を取り上げ，「コンセンサス」の経済法制改革への影響を検討する。

　１．ワシントン・コンセンサスの形成

　１９８０年代において支配的な経済改革あるいは経済成長観であったのは，い

わゆるワシントン・コンセンサスと呼ばれるものである。まず，ワシントン・

コンセンサスの形成までの流れを瞥見し，その内容をあきらかにする。

　第二次世界大戦後，１９７０年代初頭までの開発パラダイムを支配したのは，

近代化議論やケインジアニズム，福祉国家論であり，社会主義的経済計画な

いしマルキシズムが代替的な思想として存在していた（１３）。マクロ経済政策

は，有効需要を財政支出により生み出し完全雇用を達成することを核心とす
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るケインジアンの考え方によって根拠を与えられていた。また，ミクロ経済

学は市場の不完全性をただすための政府介入に根拠を与えていた。経済学の

アカデミアでは，サミュエルソンらのいわゆる新古典派ケインジアン統合が

登場しており，ケイジアニズムは，マクロとミクロ，理論と政策を組み合わ

せ，１９６０年代にはその黄金期を誇っていた。しかし，１９７０年代のスタグフレー

ションとそれにともなう学術的・イデオロギー的な攻撃にあって，ケインジ

アニズムは，理論的にも政策論的にも劇的に衰退したのである。

　１９７０年代の混迷期に登場し，支配的な経済学の潮流となる新古典派の核心

は合理的期待形成理論であり，個人や企業は完全情報のもとで同一の経済モ

デルに基づいて行動するという仮定，すなわち完全市場・完全情報の仮定を

もつ（１４）。その政策レベルにおける含意は，よく知られているように，政府介

入は効率的にもシステマティックにも経済に何ら影響を与えないという劇的

なものであった。経済変動は政府介入による影響を予想して行動する個人や

企業のショックへの対応として理解され，政府介入は非効率をうむものと理

解されるところとなる。さらに，レント・シーキングや腐敗といった問題が

脚光をあび，政府の失敗は市場の失敗よりも問題であり，開発の主導者とし

ての政府の役割はもちろん，市場の失敗に対するいわゆる夜警国家的な政府

介入すら問題視されることになる。市場の失敗ははたして重要なのか，また

市場の失敗よりも弊害が大きいかもしれない政府の介入がはたして必要なの

か，という疑問が提示されたのである（１５）。次第に，財市場，労働市場，金融

市場，資本市場，貿易市場などあらゆる市場において，自由化をすすめるべ

きという見解が支配的となる。政府は，秩序の維持，教育と公衆衛生・保健

にのみその役割があるということになる。このような見解がワシントン・コ

ンセンサスと後に呼ばれる経済思想・政策群に帰着する。つまり，ワシント

ン・コンセンサスという拘束性のある合意あるいは法的文書があるわけでは

ない。

　市場を重視する経済思想・政策群に，もちろんはじめからワシントン・コ

ンセンサスという名前が与えられていたわけではなく，ラテンアメリカの
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１９８０年代の経験を考察したウィリアムソンの業績による（����������［１９９０］）。

ワシントン・コンセンサスとは途上国における小さな政府・貿易自由化を直

接の含意として強く主張するもので，先進国におけるレーガニズムやサッ

チャリズムと並行し，いわば開発途上国に関連するネオリベラリズムであっ

た（１６）。社会主義陣営の，政府による資源配分＝計画経済を明確に否定し，そ

の視角はいわば「政府��市場」という観点で問題をたてるもので，市場の優

位をあらゆる側面で強調し，開発ないし経済成長・発展においても市場経済

化を鍵とみなすものである。

　ウィリアムソンは１９９０年の時点で，１０の経済政策をコンセンサスの内容と

してあげている。第１に，財政規律であり，基本的に公共支出の抑制である。

ただしそれが均衡財政を意味するかどうかはコンセンサスのなかでも諸説あ

り，コンセンサスは，多大なそして継続的な財政赤字は，インフレーション，赤

字の支払い，キャピタル・フライトの形で，マクロ経済の崩壊を招くという

点にあった。第２，公共支出のプライオリティ。財政赤字を減らすには，歳

入を増やすか歳出を減らすかのどちらかである。まず後者が焦点となり，具

体的には，補助金の削減が求められる一方で，教育および公衆衛生，インフ

ラへの公共投資は奨励された。つまり公共投資先の変換が求められた。第３，

税制改革。財政赤字を減らすためのもうひとつの方法は歳入を増やすことで

ある。こちらはあまり強調されなかったものの，どのように税制を改革すべ

きかには広いコンセンサスがあり，租税ベースを広げること，限界税率はな

だらかであるべきことが議論された。第４，利子率。具体的には，産業別の

特別優遇金利などを廃止し，金利の自由化を行うこと。つまり，利子率は市

場が決めるべきであり，政府がこれを決めることによって資源配分がゆがめ

られるという考えが基礎にある。さらにキャピタル・フライトを防ぐために

実質利子率がプラスであるべきことにもコンセンサスがあった。第５，競争

的な為替レート。輸出促進のために，為替レートは市場で決めるようにする

か，競争的なそれにすべきである。第６，貿易政策。具体的には輸入促進な

いし貿易自由化であり，輸出を競争的にするためには中間財を競争的な価格
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で購入できなければならないという面と，国内市場の保護はコストをあげる

ことにより輸出を妨げるという考えが基礎にあり，数量規制の撤廃と関税の

引き下げが求められた。ただし，輸入ライセンス制度は腐敗がからむとして

忌まれるが，幼稚産業保護と広い産業ベースを発展するための緩やかな関税

は許容され，自由化のタイミングの問題でも一定の理解はあった。第７，外

国直接投資の自由化。外国直接投資に対する規制は経済にマイナスだという

コンセンサスがあった。直接投資は，資本，技術，ノウハウなどをもたらす

と考えられているからである。第８，民営化。民営化は短期には政府企業の

売却により政府歳入を増やし，長期には政府による投資の必要がなくなるが

ゆえに財政規律を助けると考えられている。もっと根本的には，私企業のほ

うが公企業よりも効率的であるという考えがある。第９，規制緩和。規制緩

和により競争を促進し，効率性を増すことができる。第１０，所有権制度。所

有権制度が不安定であることが経済活動の障害となるという認識がある（１７）。

　スティグリッツ（��������［１９９８�］）のコンパクトなまとめによれば，ワシン

トン・コンセンサスとは，経済が良好なパフォーマンスを達成するには，貿

易自由化，マクロ経済の安定，価格の市場における自由な決定が必要である，

ということに要約され，さすれば市場が効率的な資源配分と経済成長を自ず

ともたらすだろう，というものだということになる。さらにウィリアムソン

［２００３�］によれば，当初は，利子率の市場による決定や外国直接投資の規制

緩和にはコンセンサスがあったものの，金融自由化はあまり強調されていな

かったのに対し，徐々に資本フローの国際的な自由化が含まれるようになっ

たとしている（１８）。現実に，���や世銀の圧力もあり，多くの途上国が資本勘

定の自由化を行ったことは周知のとおりである。

　さて，こうした内容をもつワシントン・コンセンサスの顕著な特徴が２点

あり，そこから導かれる開発途上国の経済法制改革への影響は明確である。

　まず，第１のポイントは，市場対政府という枠組みであり，かつ政府より

も市場の働きが重要であるという考えであり，ここでの市場は完全市場が念

頭におかれているということである。伝統的なミクロ経済理論によれば，政
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府介入は資源の効率的な配分をゆがめ死荷重損失を生じることになり，政府

介入が正当化されるのは市場の失敗がある場合である。しかし，市場の失敗

があってもなお政府の介入は必ずしも正当化されないという主張が有力と

なった。代表的な論者は１９８０年代に世銀のチーフ・エコノミストであったク

ルーガーであろう。クルーガーは政府介入にともなうレント・シーキングを

問題にした（�������［１９７４］）。つまり，市場の失敗があったとしても，政府

の失敗が存在することを強調し，政府の介入を疑問視したのである。その論

理は，政府介入によって生じるレントをめぐる，ロビーイングや賄賂行為な

どのレント・シーキングの存在がさらに経済全体の厚生を損なうというもの

である。それゆえ，市場の失敗のあると考えられるケースでさえも，政府に

裁量を授権する法規は改革のターゲットとなることが当然推測できる。

　第２に，第１の点と密接に関連して，現実にも，市場経済へのネガティブ

な影響のあると考えられる政府介入を取り除き，完全市場に近づけるという

コンセンサスを前提とした国際金融機関の介入は広範なものであったという

ことである。それには，貿易にかかわるものだけではなく，多くの国内的措

置を含んでいた。この点，トゥイによるより具体的なまとめがある（����

［１９９４］）。１９８０年から１９８６年の間の，構造調整ローンを与える際あるいは更新

する際に課されたコンディショナリティを検討し，５０％以上の構造調整パッ

ケージに現れたものは以下の１０の要件である（１９）。�公共投資プログラムの管

理能力強化（８６％），�輸入クオータの撤廃（５７％），�輸出インセンティブの

改善（７６％），�財政制度の改善（７０％），�公共企業の財政構造の改善（７３％），

�農産物価格の改定（７３％），�公共投資の変更（５９％），�産業インセンティ

ブの再考（６８％），�公共企業の効率性の向上（５７％），�農業に関するマーケ

ティングなどの改善（５７％）（２０）。いうまでもなく，�や�は輸出入関連法と，

�は租税・財政関連法，�や�は産業関連法や独禁法，会社法，というよう

に多くの経済法制改革に結びついていた。

　以上を概括すると，１９８０年代を通じて支配的であったネオリベラリズムや

ワシントン・コンセンサスは，市場重視，市場自由化という形で，政府介入
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を縮小する方向での改革を推奨し，法改革の対象分野を広げていったと理解

できる。第１節でみた韓国とバングラデシュの政府介入縮小の方向での経済

法制改革も本節でみたような大きな潮流のなかでの出来事であったと思われ

る。それでは，ワシントン・コンセンサスが衰退していったといわれる１９９０

年代はどうなのか，次に検討しよう。

　２．ワシントン・コンセンサスの衰退

　ワシントン・コンセンサスは次第に後退し，１９９０年代初頭には大きく揺ら

いでいた。ここでは，国際金融機関内部からの動きに触れたあとに，ポスト・

ワシントン・コンセンサスと開発国家理論とを取り上げ，経済法制改革との

関係を考察する。

　ワシントン・コンセンサスの後退は，国際金融機関の報告書そのものにみ

て取れる。たとえば，１９９１年の市場親和的アプローチなどの用語を採用した

世銀の年次報告（��������	
［１９９１］）や１９９３年の「東アジアの奇跡」（������

����［１９９３］）に表れている。すなわち，政府の役割は，市場に敵対するもの

からより肯定的に捉えられるように変容しはじめた。つまり，自由市場創出・

促進のために政府規制を除去することから，市場を健全に育成し機能させる

ための制度設計に政府の役割を認め，さらにはいわゆる政府能力を高めるこ

とが明示的に論じられるようになる。

　「東アジアの奇跡」の骨子は，政府介入には２種類存在し，基礎的条件を整

備するための政策と，選択的介入に分けることができ，前者については市場

の基礎あるいは市場の失敗のケースなので政府介入を肯定し，後者について

は東アジアでは成功したが前提条件の異なる他国が真似ることはできないと

したことにある。その内容は，前者については，安定的なマクロ経済や人的

資源育成，技術導入であり，後者は輸出振興や金融抑圧，政策金融，選択的

産業育成である。さらに，１９９７年の年次報告では，市場促進的見解を取り入

れ，政府介入とくに産業政策に対する態度を軟化させたのである（��������	
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［１９９７］）。

　なぜワシントン・コンセンサスが衰退したかといえば，まず政策のレベル

では，ワシントン・コンセンサスに基づく諸々の自由化政策が，とくにラテ

ンアメリカにおいて期待された効果をあげなかったからであり，あるいは端

的に失敗したからである。失敗した理由については，おおまかにいって４つ

の解釈がありうる（����������［１９９０］）。第１，ワシントン・コンセンサスそ

のものがまったく間違っていた。第２，その反対に，ワシントン・コンセン

サスに基づく政策の方向性は正しいが，その方向性が不十分な形で反対勢力・

意見により妥協されてしまった。第３，ワシントン・コンセンサスに基づく

政策は正しいが，その効果を発揮するには時間がかかり，その間に状況が変

化してしまった。第４，ワシントン・コンセンサスに基づく政策の方向性は

基本的に正しいが，経済発展の段階にみあった政策の実施順序に誤りがあっ

た。いずれの解釈が正しいのかを考察することがここでの課題ではない。重

要なことは政策レベルで効果をあげえなかったことがワシントン・コンセン

サスを揺るがす一要因となったということである。また，社会主義からの体

制移行が１９８０年代後半から旧ソ連・東欧諸国においてすすみ，ここに国際金

融機関がコミットしたことも，規制の除去から制度設計へという力点の移動

に寄与していたことも考えられる（２１）。

　以上のような変化は，１９８０年代には疑問視されていた市場の失敗に対する

政府介入の再評価であろうと基本的には理解できる。理論の上で，さらに一

歩進め，こうしたワシントン・コンセンサスに代わるポスト・ワシントン・

コンセンサスを１９９８年に提唱したのはスティグリッツであり，当時，世銀の

上級副総裁かつチーフ・エコノミストの地位にあった（２２）。ポスト・ワシント

ン・コンセンサスのエッセンスは政府と市場の適切な役割分担を強調する点

にある。その理論的基礎は不完全市場に対する政府介入の肯定であり，実は

新しいものではない。しかし，従来の不完全市場に対する政府介入の肯定と，

スティグリッツの主張との間には違いがある。伝統的には，外部効果の存在

や，規模に関して収穫逓増，独占価格などがある場合に政府介入は肯定され
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たが，ポスト・ワシントン・コンセンサスは，この他にも，情報の非対称性

や取引費用を市場の失敗に入れている点，市場の失敗が認められる範囲が大

きく広がっている。スティグリッツ自身の分類によれば，市場の失敗は，第

１に，公共財，外部性，自然独占などの伝統的に議論されてきたもの，第２

に，保険市場や資本市場の欠如といった市場の欠如，モラル・ハザードなど

の不完全情報といった市場の失敗，第３に，マクロ経済の不安定性，技術開

発の過小投資，金融市場の脆弱性，公平性の欠如などの複合型のもの，とい

う大きく３つのタイプになる（��������［１９９８�］）（２３）。

　ここで重要なことは，スティグリッツが，彼の情報理論的アプローチは完

全市場をその核とする新古典派経済学やワシントン・コンセンサスに対置す

るもの，あるいはそれを包含するものと考えていることである（����［２００１］）。

実際に，このアプローチによると，市場および非市場的な現象はいずれも情

報の非対称性ないし市場の不完全性に対する合理的な対応として説明される。

それゆえに，制度や慣習，集団的な行為，社会経済的な構造をも説明できる

とスティグリッツは主張する。さらに，経路依存性や複数均衡などの形で，

歴史の重要性をも強調している。この観点からは，先進国と途上国の違いは

産出品の構成（途上国は一次産品に依存）と制度の洗練度の違いとして把握さ

れる。したがって，市場の失敗の著しい途上国では政府の役割がより多く正

当化され，発展するにつれ，それらの役割は終了ないし変容すると認識され

ることになる（２４）。

　要約すればポスト・ワシントン・コンセンサスの内容は以上のようなもの

である（２５）。もちろんポスト・ワシントン・コンセンサスは，ワシントン・コ

ンセンサスと異なり，現実の政策群を観察して発見されたコンセンサスでは

なく，スティグリッツという個人の提唱にかかる可能性であって，「コンセン

サス」として両者を同列に論じることはできない。そのことを前提としたう

えで，ポスト・ワシントン・コンセンサスと経済法制改革との関係で指摘で

きることが３つある。

　第１に，ワシントン・コンセンサスとポスト・ワシントン・コンセンサス
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はどのように対立し，あるいは一貫しており，それは経済法制改革への含意

としてどのような異同をもたらしうるか？　ワシントン・コンセンサスは，

現実社会を，完全市場経済をベンチマークとして判断しようとするものであ

り，かつ，このフィクションの完全市場経済に，現実社会をできうるかぎり

近づけようとするものである。ポスト・ワシントン・コンセンサスはこのよ

うな考えをたしかに否定している。しかし，いわゆる方法論的個人主義は受

け継いでいる。つまり，社会は非歴史的かつ均質な個人ないし企業の集計と

して把握され，その個々人は効用ないし利潤を最大化するよう行動すると仮

定され，市場における資源配分が効率的であるとする考えを共有している。

また，マクロ経済学のミクロ経済学化という流れにおいても両者には一貫性

がある。違いは，不完全情報の導入であり，ワシントン・コンセンサスを一

般化して（完全情報という特殊なケースとして）組み込んでいるのである。つま

り，出発点が完全市場から不完全市場へと変わっている。それゆえに，政府

の役割は完全情報に近づけるために存在すると把握されるにいたり，ワシン

トン・コンセンサスよりも広い役割が認められるところとなる（２６）。政策とは，

不完全情報を市場による解決ではなく，政府による解決に訴えるものとなる。

この観点からは，経済法制改革に対しての含意については，ワシントン・コ

ンセンサスでは完全市場に近づけるための規制除去をモチーフとしていたの

に対し，ポスト・ワシントン・コンセンサスでは不完全市場における不完全

情報の矯正のための適切な制度設計が目指される，という変化があるはずだ

ということが理論的に帰結される。

　第２，ワシントン・コンセンサスはポスト・ワシントン・コンセンサスに

その支配的地位を譲ったのだろうか？「東アジアの奇跡再考」という２００１年

に世銀の編んだ本をみると興味深い。スティグリッツが，概してアジア経済

危機の原因を金融市場におけるガバナンスの不足に，あるいは市場の失敗に

対して政府規制の構築が不十分であったという点に求めているのに対して

（��������［２００１］），共編者のユスフは過剰な政府介入が危機の原因であったとい

うワシントン・コンセンサス的な考えへと回帰している（�����［２００１］）（２７）。お
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そらく支配的地位の移行があったか否かと問うこと以上に理論の上で重要な

ことは，スティグリッツの提唱するポスト・ワシントン・コンセンサスは，

ワシントン・コンセンサスを一般化したものであり，後者（完全情報）は単

に前者（不完全情報）の１ケースであると把握できる枠組みを築き上げたこと

である。したがって，経済法制改革の含意では，ポスト・ワシントン・コン

センサスにおいては，一方で政府規制の除去，他方で適切な規制の設計が，

理論的な枠組みをもって同時に議論されうることになる。

　第３，ワシントン・コンセンサスとポスト・ワシントン・コンセンサスと

で政策面・経済法制改革への提言において具体的な内容においてどの程度の

違いがあるのか？　政府の失敗の強調をともなっていたワシントン・コンセ

ンサスと比較して，ポスト・ワシントン・コンセンサスでは金融市場や企業

統治における適切な監視制度の構築，中央銀行の独立性の強化，司法制度の

整備など，市場を適切に機能させる制度設計と政府能力の構築が前面にでて

いるものの，実は両者の違いはそれほど明らかなわけではない。もろもろの

自由化ないしグローバリゼーションは善であるということについては両者は

同じ立場にある。スティグリッツは国際金融機関の諸政策を厳しく批判した

近著で，次のようにいっている。「グローバリゼーションは，民主主義とより

大きな社会正義を求めて戦う活気のあるグローバル市民社会をもたらすと同

時に，世界の健康状態の改善をもたらした。問題はグローバリゼーションに

あるのではなく，それをどのように進めるのかにあるのだ」（スティグリッツ

［２００２��３０５�３０６］）。すなわち，経済法制改革の進め方・順序が大事である，と

いうことになろう。ここから，重要な含意がひとつ導き出せる。スティグ

リッツの考えを敷衍すれば，個々の経済法の改革を議論する際には，経済発

展の段階や他の経済法の改革との順序・順番をも考慮にいれねばならないと

いうことである。

　以上の国際金融機関を中心として展開された思想と対峙する形で，１９８０年

代後半，１９９０年代とプレゼンスがあったのは，開発国家理論である。１９９０年

代初頭からのワシントン・コンセンサスの後退に貢献してもいると思われる
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ので，経済法制改革との関係を念頭におきながらここで触れておこう。

　開発国家理論は「政府と市場」という枠組みにおいては２つのコンセンサ

スと共通しているものの，政府の役割を市場の上におくという点で異なって

いる。開発国家理論は大きく分けて政治学派と経済学派がある。

　政治学派は，国家や政府の性格や能力に注目するもので，開発政策の中身

がなんであれ，それを採用し実施する国家ないし政府の条件に焦点をあてる

ものである。おそらく先駆的な業績はジョンソンの日本の通産省の役割を考

察したものである（�������［１９８２］）。この流れは，政府の自律性（��������）

や埋め込まれた自律性（������������	
	��）といった議論へ発展し（�����

［１９９５］），多くの国別ケース・スタディが提示された。

　経済学派は，こうした開発政策の採用・実施を可能にする政治的条件にで

はなく，開発政策の中身に焦点をあて，市場の失敗の概念とネオリベラリズ

ムへの批判とが基礎になっている。アムスデンの「相対価格を歪めること

（��������������	
����������������）」というキャッチフレーズに代表されるよう

に，市場における価格シグナルによる資源配分よりも政府による資源配分が，

韓国など急成長を遂げた開発途上国において，貿易や産業，金融政策などあ

らゆる側面で重要であったことが強調される（������［１９８９］）（２８）。

　ここでの課題は，これらの理論に深く立ち入ることではなく，２つのコンセ

ンサスとこれら開発国家理論の関係が今どうなっているかである。この点，

開発国家理論は，とくに東アジア諸国の経済成長において政府の果たした役

割を明らかにし，そのことによって，自由市場至上的なワシントン・コンセ

ンサスへの批判を強力に展開していたと思われる。しかし，ポスト・ワシン

トン・コンセンサスとの違いは，それほど明らかなわけではない。政治学派

は，経済成長とともに政府の役割は小さくなるとの帰結を示唆しており，ま

た政府の能力を強調している点でポスト・ワシントン・コンセンサスとその

限りでは共通している。経済学派はおそらくポスト・ワシントン・コンセン

サスよりもさらに広く市場の失敗を認める点において異なっていると少なく

ともいえるだろう。したがって，ポスト・ワシントン・コンセンサスによる
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経済法制改革への含意と開発国家理論によるそれとの間にどのような差異が

あるのかはさほど明らかなわけではない。

　以上，国際金融機関をめぐる経済学・諸経済政策のコンセンサスについて

検討し，経済法制改革との関係を考察した本節をまとめておこう。第１に，

１９８０年代には完全市場をベンチマークとする経済学の隆盛があり，完全市場

に近づけるための改革が推奨された。それらはワシントン・コンセンサスと

呼ばれるものである。１９８０年代の韓国やバングラデシュの政府規制除去を目

的とした法改革はこのような流れのなかにあると考えられる。第２に，韓国

でひきつづき政府介入縮小を目指す改革が続いていた１９９０年代前半には，ラ

テンアメリカでの失敗や皮肉にも韓国などのアジアの奇跡の経験ゆえに，ワ

シントン・コンセンサスは衰退傾向にあり，政府の役割に対する評価は肯定

的な方向にむかっていた。学界でも開発国家理論などによるワシントン・コ

ンセンサスへの批判が活発に行われていた。第３に，１９９０年代後半にはス

ティグリッツが不完全市場を出発点として，ポスト・ワシントン・コンセン

サスを唱え，市場と政府の適切な役割分担を説き，ワシントン・コンセンサ

スを完全市場という不完全市場の特別のケースとして組み込む形での枠組み

を築きあげている。現在の経済法制改革は，少なくとも理論的可能性として

は，政府介入除去と適切な制度設計とを同時に議論できる枠組みのなかにあ

る。

おわりに

　以上，第１節では，韓国とバングラデシュの経済法制改革を瞥見し，その

共通する特徴を抽出した。第２節では，経済学の変遷・国際金融機関の政策

をとくにワシントン・コンセンサスをめぐる議論を中心に検討し，経済法制

改革との関係を議論した。本章の議論は十分に要約的であると思うが，もう

一度，簡潔に結論をまとめるならば，国際金融機関におけるコンセンサスの
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形成とそれをめぐる活発な議論は，開発途上国における経済法制改革，少な

くとも本章で検討した韓国およびバングラデシュのそれとは，深い関連を

もっていると思われる。政府介入の除去・完全市場の形成を念頭においたワ

シントン・コンセンサスに沿う形で１９８０年代には経済法制改革が韓国，バン

グラデシュでも進んでいた。しかし，１９９０年代前半にはすでにワシントン・

コンセンサスは後退の兆しをみせていたものの，韓国の法改革では引き続き

経済危機勃発まで自由化路線に沿った改革が進んでいた。１９９０年代後半には，

スティグリッツが，不完全情報という観点から政府と市場の適切な役割分担

を主張し，市場をよりよく機能させることに政府の役割がある，と世銀内部

からポスト・ワシントン・コンセンサスを提唱した。韓国やバングラデシュ

における法改革では政府規制の除去のみならず市場制度設計を企図する改革

が顕著にみられるようになる。重要な点は，ポスト・ワシントン・コンセン

サスはスティグリッツの主張であり，ワシントン・コンセンサスが支配的地

位をゆずったか否かは明らかではないものの，前者は後者を包含する枠組み

をもっていることである。ただし，市場重視，グローバリゼーション肯定と

いう点では，理論・政策・法改革のいずれにおいても，両者は一貫している

ように思われる。いいかえると，ワシントン・コンセンサスは完全市場の実

現を目指したのに対し，ポスト・ワシントン・コンセンサスは不完全市場を

出発点として政府の役割を重視しているという点で異なっているものの，市

場機能を最大限に発揮させようとする点においては一貫していると思われる。

経済法制改革もそのようなパラダイムのなかで行われているといってよいで

あろう。

　さて，本章の冒頭で，開発途上国における諸々の経済法制改革をドライブ

する共通の力はなにかという問題について，この問題に取り組んでいる数少

ない先行業績である安田の枠組みにおいても所与となっていると思われ，そ

の間隙を埋めることに本章の問題意識があると述べた。もちろん，たとえば

各開発途上国の社会的・経済的初期条件までをも経済法制改革を議論する際

に法学の研究で詳細に扱わねばならないとは考えない。しかし，少なくとも
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開発途上国の経済法制改革の動向を考察するうえでは，国際金融機関（にお

けるコンセンサス）の影響も考慮したほうがより適切な認識をうることができ

るということを示しえたのではないかと思う。たとえば，すでに触れたよう

に，安田は「２０世紀末」の「市場の力」の再活性化によって「開発法」の

「移入法」に対する相対的な重要性の後退があると考察しているが，本章でみ

た経済学における諸議論と開発途上国の経済法制改革との関係を考慮に入れ

るとき，「市場の力」の「再活性化」と論じるのはミスリーディングではない

かと思われ，市場重視という流れは２０世紀末に生じたわけではなく，少なく

とも１９７０年代から一貫したものとみるべきであろう（２９）。

　もちろん，本章の分析自体不十分なところ，あるいは議論の余地のあると

ころも多々あると思われ，かつ，個々の法分野に着目すれば，国際金融機関

のみならずさまざまな国際的なルールや他の要因の影響も存在するだろう。

しかし，後者については，本書の他章で論じられており，国際金融機関にお

けるコンセンサスがどのように形成されかつ変化し，そのことが開発途上国

の経済法制改革にどのように影響・関係しているかを検討するという初期の

目的はひとまず達せられたと考える。残る論点については別の機会を期する

ことにしたい。

〔注〕―――――――――――――――

�　このことは少なからず重要である。後にみるように，スティグリッツらの議

論により，経済自由化の順序が問題とされるようになっており，いいかえれば，

どのような順番で個別の経済法の改革を取り上げるべきかが問題とされるよ

うになっている。それには，法分野横断的な枠組みと考察が不可欠であろう。

ただし，本章はそのような順番そのものを考えるものではなく，まずは経済法

制改革と経済学の潮流との間にどのような関係があるかを議論する。

�　そのような研究があまり存在しない理由は，いくつか考えられる。ここでは，

法学研究のあり方自体に由来する理由を２つ挙げておこう。第１，法学者の主

な比較優位は，ある目的，政府規制の縮小，自由化，あるいは市場基盤整備，

グッド・ガバナンスといったさまざまな目的を所与として，そのために，どの

ような条文を起草して，あるいは既存の法律をどのように改正し，法制度設計

をすべきか，そしてどのような解釈が個々の判例において行われているかを分
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析する，ということにある。法の策定ないし改正などの議論において，市場経

済化の是非や国際標準化の是非自体が議論されることは当然あるものの，その

ような問題の是非自体は法学者の少なくとも独占的な専門性を主張できる領

域ではないであろう。第２，法の改正ないし国際標準化自体の是非が議論され

る場合にも，それはある特定の法律ないし条文をめぐって議論がなされ，たと

えば「経済法」なる大きな枠組みで議論がされることは少ない。なぜなら，法

学は細分化されており，たとえば，商法の改正と知的財産法の改正が同時代的

に問題となった場合に，それぞれを有機づけて，それらの背後にある改正・標

準化をドライブする共通の力が存在するか，するとすればそれはどのように認

識できるか，と法分野横断的に問うことは，やはり法学の主流たる法解釈学の

守備範囲外であろうからである。

�　なお，具体的な法制度のあり方を考察する法と開発をめぐる研究はもちろん

多い。

�　経済法制とはなにかという点については本書序章を参照。

�　本章では，国際金融機関としては，���および世銀を念頭においている。

���については本書第２章を参照。

�　ただし，１９９０年代以降，年平均経済成長率はおよそ５％と，マクロ指標をみ

るならば，比較的良好な経済パフォーマンスをみせている。

�　アジア経済危機については非常に多くの文献がある。バランスの取れた詳

細なものとしては，たとえば，��������	
������
��
����������
����２２�����６��

���������１９９８のアジア経済危機に関する特別号を参照。

�　その背景には，経済危機を克服するために，市場自由化が歪められていたと

考えるクローニズム元凶説も，経済発展段階にみあった制度設計が十分ではな

かったという考えも存在する。しかし，経済危機の原因の把握において意見を

異にする両者も，次節でみるように，政策的含意ではやはりそれほど異なって

いるわけではない。自由市場を育成・促進し，よりよく機能させるという点で

は両者は一致しているからである。

�　詳細な経緯については，たとえば村山［１９９７］参照。

�　バングラデシュは，１９８６年に���により構造調整ファシリティ（���）の対

象となった。１９９０年代に入るとさらに拡大構造調整ファシリティの対象と

なった。

�　１９８０年代に入って投資自由化政策を採用した後も，海外直接投資は伸びず，

縫製産業が主たる対象であった。縫製産業は，輸出全体のおよそ７５％を占める

にいたっている。ただし，多国間繊維協定（���）や一般特恵関税（���）な

ど特恵的市場に依存する割合は高い。なお���は２００４年度末に失効している。

�　行政障壁調査（���������	��
��	������������）を実施して，不必要な許認

可を洗い出すことが企画されている。たとえば輸出入ライセンスなどである。
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�　戦後の経済政策と経済学の関係については多くの文献がある。たとえば，

�����［２００３］の�����１の各論文を参照。

�　注１３の文献参照。

�　さらに，冷戦構造の深化とも相俟って，市場は政府介入がなければよりよく

機能するという市場至上的なイデオロギーが支配的になり，政界では自由市場

を強調するサッチャーやレーガン政権が登場した。

�　ここでいうワシントンとは「議会という政治的ワシントンと，国際財政機関，

合衆国の経済諸省庁，連邦準備委員会および諸シンクタンクに属する行政およ

び官僚的ワシントンの上級委員達との双方」を意味している（����������

［１９９０��７］）。ただし，ワシントン・コンセンサスとして包括された政策群は，

ワシントン側から一方的におしつけられたわけではなく，途上国の改革志向者

側からも同様な主張があった（����������［２００３�］）。その意味で，ワシント

ン・コンセンサスとは「ワシントン」の名を冠しているとはいえ，先進国・途

上国を問わず広く普及したネオリベラリズムである

�　もちろん，こうしたワシントン・コンセンサスの定義には最初から議論が

あった。たとえば，フィッシャーはウィリアムソンの定義は正確ではなく，�

健全なマクロ経済の枠組み，�効率的でより小さな政府，�効率的で拡大する

民間セクター，�貧困削減政策，の４つのカテゴリーにまとめるべきだとウィ

リアムソンのペーパーに対してコメントしている（������［１９９０］）。

�　また，スタンディング（��������［２０００］）が，ワシントン・コンセンサスの

要素を２０００年の時点でより詳細に特定しているので掲げておこう。�貿易自

由化，�金融自由化，�民営化，�規制緩和，�外資参入の自由化，�安定し

た所有権制度，�統一された競争的な為替レート，�公共支出の削減，�公共

支出の健康や教育，インフラへの転換，�税制改革（租税ベースを広げること），

�社会的セーフティネット，�労働市場の柔軟性。これらを比較してみると，

１９９０年のウィリアムソンの考察には含まれなかった，社会的セーフティネット，

労働市場の柔軟性がスタンディングの考察では含まれていることがわかる。

また，スタンディングは�の金融自由化について，資本勘定の自由化を含めて

いる。

�　もちろん同じ要件が課されたわけではなく，トゥイが内容を検討してまとめ

たものである。

�　さらに，����ないし���においても，その検討対象は，１９８６年にはじまっ

たウルグアイ・ラウンドあたりから，関税以外の国内措置に大きく拡大して

いった。本書第２章を参照。

�　たとえば，スティグリッツ［２００２］を参照。

�　ただし，スティグリッツは１９９９年暮れに辞職した。

�　つまり，不完全市場は３つの意味で使われている。第１，市場はクリアする

��



かもしれないが，不効率な方法でそうなるかもしれない。第２，市場自体が形

成されない。第３，市場はクリアしないかもしれない。

�　したがって，たとえば，アジア経済危機は奇跡の終わりであり，より近代的

ないし市場的な規制の方法へと政府介入のあり方を変更しなければならない

と把握される。

�　もちろん，スティグリッツの考えあるいは情報経済学的アプローチはここで

述べたほどシンプルなものではない。とくに具体的な問題になるとそうであ

る。しかし，それは，情報以外のさまざまな要因を取り込むことを許す枠組み

になっているからである。

�　つまり二重の意味での還元主義がポスト・ワシントン・コンセンサスには存

在する（����［２００１］）。第１，すべての問題は個人の行動へと還元される。第

２，不完全な情報をもつ個人が，市場を通じて活動するという枠組みにより，

すべての問題が情報の非対称性の問題に還元される。

�　この本の出版当時，スティグリッツは世銀をやめていたのに対し，ユスフは

世銀のエコノミストである。

�　アムスデンの韓国研究，ウェードの台湾研究が代表例であり（����［１９９０］），

またチャンの韓国研究が重要である（�����［１９９４］）。

�　本章の議論を前提とすると，そのほかにも，「開発法」「移入法」といった静

態的分析のためのカテゴリーや「市場の力」といった動態的分析のツール自体，

先進国と区別された開発途上国の法現象を把握するうえで，どの程度有効なの

だろうかという疑問が生じる。ただし，本書は経済法制改革とグローバル化の

関係を分析することを目的としているので，本章で安田理論自体を詳細に再検

討することはできない。この点についても，別の機会を期す。
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